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【
論
文
】

佐
伯
文
庫
形
成
過
程
に
関
す
る
一
考
察

　
―
平
戸
藩
楽
歳
堂
文
庫
と
佐
伯
藩
の
関
連
史
料
の
分
析
よ
り
―

岩
崎　

義
則

は
じ
め
に

本
論
考
は
、
近
世
期
の
大
名
家
文
庫
の
中
で
も
、
学
術
的
な
評
価
が
高
い1

豊

後
国
佐
伯
藩
主
毛
利
高
標
（
一
七
五
五
〜
一
八
〇
一
）2

が
創
設
し
た
「
佐
伯
文

庫
」
を
研
究
対
象
と
し
、平
戸
藩
楽
歳
堂
に
伝
存
す
る
佐
伯
文
庫
の
蔵
書
目
録
、

あ
る
い
は
「
御
用
日
記
」・「
日
記
」
等
の
佐
伯
藩
政
文
書
を
用
い
て
、
文
庫
形

成
過
程
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

佐
伯
文
庫
に
つ
い
て
は
、
梅
木
幸
吉
に
よ
る
優
れ
た
先
論
が
あ
り
、
現
在
で

も
ひ
と
つ
の
到
達
点
で
あ
る3

。

ま
た
近
年
、「
書
物
・
出
版
と
社
会
変
容
」
研
究
会
の
発
足
と
伸
展
に
よ
り
、

近
世
に
お
け
る
書
物
研
究
は
、
主
要
な
研
究
テ
ー
マ
と
し
て
定
着
し
た4

。
こ
う

し
た
研
究
状
況
の
中
、
筆
者
は
平
戸
松
浦
家
の
文
書
・
記
録
、
と
り
わ
け
、
文

庫
創
設
者
で
も
あ
っ
た
松
浦
静
山
（
一
七
六
〇
〜
一
八
四
一
）
が
作
成
し
た
蔵

書
目
録
類
を
用
い
て
、
平
戸
藩
楽
歳
堂
文
庫
の
形
成
過
程
に
関
す
る
研
究
を
進

め
て
き
た5

。
和
書
・
漢
籍
・
洋
書
を
は
じ
め
、
絵
画
・
拓
本
・
貨
幣
・
玉
石
類

に
至
る
ま
で
、
多
様
な
興
味
関
心
を
以
て
書
物
・
物
品
を
収
集
し
た
静
山
は
、

大
名
・
文
人
ら
の
書
物
の
収
蔵
情
報
に
も
強
い
関
心
を
示
し
、
こ
う
し
た
情
報

を
「
待
来
記
」・「
寤
寐
求
之
録
」6

に
筆
記
し
、
特
定
の
大
名
・
文
人
の
蔵
書
目

録
類
も
借
覧
・
筆
写
し
楽
歳
堂
文
庫
に
蔵
置
し
た7

。「
佐
伯
侯
蔵
書
目
」（
天
明

六
年
筆
写
）・「
佐
伯
侯
蔵
書
目
録
」（
寛
政
五
年
筆
写
）
は
、
こ
う
し
た
静
山

の
趣
向
が
前
提
と
な
っ
て
伝
存
し
た
。

従
来
の
先
行
研
究
で
は
、
そ
の
存
在
は
指
摘
さ
れ
る
も
の
の
、
こ
の
蔵
書
目

録
の
分
析
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
本
論
で
は
、
ま
ず
、
静
山
が
借
覧
・
筆
写
し

た
二
点
の
佐
伯
文
庫
に
関
わ
る
蔵
書
目
録
を
分
析
し
、佐
伯
文
庫
の
書
物
分
類
、

文
庫
の
管
理
方
法
を
示
す
。
ま
た
、
佐
伯
藩
の
藩
政
文
書
を
用
い
て
、「
御
書

物
御
用8

」
に
関
わ
る
佐
伯
藩
の
機
構
・
職
制
、
書
物
料
、
書
物
蔵
の
建
造
、
さ

ら
に
は
書
物
調
達
の
経
緯
な
ど
を
可
能
な
限
り
分
析
し
、
佐
伯
文
庫
の
特
徴
・

特
質
の
一
端
を
提
示
し
た
い
。

　
一
　
静
山
が
借
覧
し
た
佐
伯
文
庫
の
蔵
書
目
録

　

一
・
一　

概
要

二
つ
の
蔵
書
目
録　

平
戸
藩
楽
歳
堂
文
庫
に
収
蔵
さ
れ
た
高
標
の
蔵
書
目
録

は
次
の
二
点
。
現
在
は
、
い
ず
れ
も
松
浦
史
料
博
物
館
の
所
蔵
。
こ
の
二
点
の

蔵
書
目
録
は
、
佐
伯
の
書
物
奉
行9

が
、
佐
伯
文
庫
の
書
物
管
理
帳
簿
「
清
帳10

」

を
も
と
に
作
成
し
た
と
推
定
。こ
の
二
点
の
蔵
書
目
録
が
高
標
の
手
元
に
あ
り
、

江
戸
在
府
の
機
会
な
ど
を
窺
っ
て
、こ
れ
ら
を
静
山
が
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）

正
月
と
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
夏
に
借
覧
・
筆
写
し
た
経
緯
と
な
ろ
う11

。

一
「�

天
明
六
年
正
月
借
覧　

佐
伯
侯
蔵
書
目
」（
竪
帳
一
冊
・
法
量
23
×
17

　
　

cm
・
丁
数
一
二
四
丁
）

二
「�

寛
政
五
年
癸
丑
夏
借
写　

佐
伯
侯
蔵
書
目
録　

完
」（
竪
帳
一
冊
・
法
量

24
×
18�

cm
・
丁
数
一
四
〇
丁
）

図一：「佐伯侯蔵書目」
（天明六年）
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図
の
通
り
、
一
の
表
紙
「
佐
伯
侯
」
の
左
右
に
は
、「
毛
利
和
泉
守
高
猷
」・

「
豊
后
」
の
文
字
が
あ
る
。「
高
猷
」
は
、
高
標
を
名
乗
る
前
の
諱12

。
左
下
に

「
小
白
」
と
い
う
静
山
の
字
が
あ
る
。
収
録
さ
れ
た
書
物
は
、
一
五
〇
三
件
で

一
万
八
二
六
三
冊
。
以
下
、「
蔵
書
目
録
」（
天
明
六
）
と
記
す
。

二
の
表
紙
に
は
、「
佐
伯
侯
」
の
横
に
「
毛
利
伊
勢
守
高
猷
」
の
文
字
が
あ

り
、
左
下
に
は
「
源
清
」
と
あ
る
。
清
は
静
山
の
諱
。
収
録
さ
れ
た
書
物
は

一
六
五
二
件
で
二
万
三
二
二
冊
。
以
下
、「
蔵
書
目
録
」（
寛
政
五
）
と
記
す
。

な
お
、
和
泉
守
よ
り
伊
勢
守
へ
の
変
更
は
、
寛
政
元
年
四
月
一
二
日
。
ま
た
、

寛
政
五
年
当
時
は
、
高
猷
で
は
な
く
高
標
が
諱
で
あ
る13

。

佐
伯
文
庫
の
旧
蔵
書
や
各
種
蔵
書
目
録
を
比
較
対
照
し
て
作
成
さ
れ
た
『
佐

伯
文
庫
の
蔵
書
目
』
に
よ
れ
ば
、
同
文
庫
の
概
要
は
、
総
部
数
三
五
三
六
件
で
、

総
冊
数
四
万
一
八
二
一
冊14

。
静
山
が
借
覧
し
た
二
冊
の
蔵
書
目
録
は
、
梅
木
が

復
元
し
た
佐
伯
文
庫
の
約
半
数
の
規
模
の
書
目
が
収
め
ら
れ
る
。
共
に
書
目
・

冊
数
（
本
数
）
の
情
報
を
基
本
と
し
、
半
丁
に
七
書
目
（
一
丁
で
一
四
書
目
）

の
収
録
を
原
則
と
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
借
覧
・
筆
写
し
た
経
緯
・
年
月
日
が
明
確
で
あ
り
、
天
明
六
年
・

寛
政
五
年
と
い
っ
た
両
年
次
付
近
の
佐
伯
文
庫
の
様
相
が
復
元
で
き
る
貴
重
な

目
録
で
あ
る
。
ま
た
、
書
物
奉
行
に
よ
る
注
記
に
よ
っ
て
、
特
に
「
蔵
書
目
録
」

（
寛
政
五
）
で
は
、
書
物
の
破
損
状
況
、
江
戸
・
京
都
へ
の
分
置
・
移
管
状
況
、

さ
ら
に
は
、
特
定
の
書
物
に
つ
い
て
は
、
そ
の
収
集
過
程
ま
で
も
復
元
可
能
で

あ
る
。

消
え
た
書
目　

両
者
の
蔵
書
目
録
が
筆
写
さ
れ
た
間
の
期
間
、
即
ち
、
天

明
六
年
と
寛
政
五
年
の
間
の
書
物
の
増
減
を
単
純
計
算
す
る
と
、
一
四
九
部
・

二
〇
五
九
冊
ほ
ど
の
増
加
と
な
る
。
だ
が
、
両
者
の
目
録
を
書
目
毎
に
逐
一
対

照
し
た
結
果
、「
蔵
書
目
録
」（
天
明
六
）
の
目
録
に
記
載
が
あ
る
も
の
の
、「
蔵

書
目
録
」（
寛
政
五
）
の
目
録
に
記
載
さ
れ
な
か
っ
た
書
目
が
あ
る
こ
と
が
判

明
し
た
。
そ
の
書
目
は
、
筆
者
の
推
計
で
一
一
五
部
・
一
一
一
一
冊
に
及
ぶ
。

す
る
と
、こ
れ
ら
書
物
は
、散
逸
・
譲
渡
・
売
却
等
の
理
由
で
、「
蔵
書
目
録
」（
寛

政
五
）が
作
成
さ
れ
た
当
時
、佐
伯
文
庫
の
蔵
書
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

前
掲
の
『
佐
伯
文
庫
の
蔵
書
目
』
と
対
照
し
た
と
こ
ろ
、「
内
閣
文
庫
」
と

注
記
が
あ
る
江
戸
幕
府
へ
の
献
書
本
二
六
部
が
、
こ
の
一
一
五
部
の
中
に
含
ま

れ
て
い
た
。「
内
閣
文
庫
」
以
外
の
「
佐
伯
図
書
館
所
」
本
も
確
認
で
き
た
。

つ
ま
り
、
一
一
五
部
の
書
目
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
「
内
閣
文
庫
」
本
と
「
佐

伯
図
書
館
」
本
は
、
高
標
の
手
を
離
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
何
か
ら
の
理
由
に

よ
っ
て
、「
蔵
書
目
録
」（
寛
政
五
）
の
作
成
段
階
で
省
か
れ
た
こ
と
に
な
る
。

ま
た
そ
も
そ
も
、
収
録
さ
れ
た
書
目
数
な
ど
を
勘
案
し
て
も
、「
蔵
書
目
録
」

（
天
明
六
）
と
「
蔵
書
目
録
」（
寛
政
五
）
は
、
佐
伯
文
庫
の
全
体
を
網
羅
し
て

い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
特
定
の
書
物
（
多
く
の
場
合
、
漢
籍
で
あ
る
が
）
を
目

録
に
掲
載
す
る
、
あ
る
い
は
掲
載
し
な
い
と
い
っ
た
判
断
の
基
準
等
は
、
今
の

と
こ
ろ
明
ら
か
に
出
来
な
い
。
前
述
の
「
清
帳
」
の
伝
存
と
発
見
が
待
た
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。

図二：「佐伯侯蔵書目録」
（寛政五年）
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一
・
二　

佐
伯
文
庫
の
分
類
と
管
理

分
類　

二
冊
の
蔵
書
目
録
は
、
書
物
標
題
の
音
読
に
よ
る
「
イ
ロ
ハ
」
順
で

整
理
さ
れ
て
い
る
（
表
一
参
照
）。
両
者
の
書
目
の
順
序
な
ど
を
対
照
し
た
が
、

掲
載
順
番
に
つ
い
て
は
「
蔵
書
目
録
」（
天
明
六
）
の
書
目
の
順
番
は
、「
蔵
書

目
録
」（
寛
政
五
）に
は
継
承
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、「
蔵
書
目
録
」（
寛
政
五
）

は
、「
蔵
書
目
録
」（
天
明
六
）
を
下
敷
き
と
し
て
、
追
加
書
目
を
単
純
に
編
入

す
る
よ
う
な
形
式
に
は
な
っ
て
い
な
い
。「
蔵
書
目
録
」（
寛
政
五
）
は
、再
度
、

あ
ら
た
め
て
調
製
さ
れ
た
目
録
で
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
な
お
、静
山
は
、

平
戸
藩
楽
歳
堂
文
庫
の
漢
籍
分
類
に
あ
た
り
、
中
国
伝
来
・
由
来
の
書
物
で
あ

る
こ
と
を
考
慮
し
て
、『
國
史
経
籍
志
』
の
分
類
を
採
用
し
た15

。

ま
た
、「
蔵
書
目
録
」（
寛
政
五
）
に
は
、
イ
ロ
ハ
順
に
部
分
け
さ
れ
た
書
目

の
頭
部
分
に
、「
◯
」「
一
」「
二
」「
三
」
と
、
最
大
で
「
十
四
」
ま
で
の
番
号

が
振
ら
れ
て
い
た
。
一
方
、
こ
の
番
号
が
な
い
書
目
、
即
ち
、「
仮
箱
」
あ
る

い
は
「
仮
」
と
い
っ
た
頭
書
の
書
目
が
あ
る
。「
蔵
書
目
録
」（
寛
政
五
）
の
場

合
、
表
一
に
よ
れ
ば
、
イ
ロ
ハ
の
各
部
で
は
、「
シ
」
部
（
二
三
七
書
目
）
が

最
多
と
な
り
、
こ
れ
に
「
カ
」（
一
六
九
書
目
）・「
セ
」（
一
〇
七
書
目
）・「
コ
」

（
一
〇
一
書
目
）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
〇
書
目
を
超
え
て
多
い
。

で
は
、「
◯
」
か
ら
「
十
四
」
の
頭
書
の
番
号
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。「
無
」

と
し
た
無
番
（
未
分
類
と
推
定
）
が
三
四
九
書
目
件
と
最
も
多
い
が
、
こ
れ
以

外
で
は
、「
◯
」（
三
〇
二
書
目
）が
多
く
、続
い
て「
二
」（
一
一
五
書
目
）・「
十
一
」

（
一
一
三
書
目
）・「
十
二
」（
一
〇
三
書
目
）・「
十
」（
一
〇
二
書
目
）
と
な
る
。

概
し
て
、「
一
」
と
「
七
」
は
少
な
く
、
と
り
わ
け
「
七
」
は
、
一
書
目
で
あ

る
。
こ
の
「
七
」
の
書
目
は
、「
カ
」
部
に
あ
る
『
皇
明
實
録
』
で
あ
り
、「
外

ニ
天
啓
實
録
写
本
六
本
添
」と
注
記
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
冊
数
は
五
〇
〇
冊
。

両
目
録
の
中
に
あ
っ
て
、
一
書
目
あ
た
り
で
は
、
最
大
の
冊
数
と
な
る
。
こ
の

点
に
留
意
し
て
、「
◯
」
か
ら
「
十
四
」
の
番
号
毎
に
、
そ
の
冊
数
を
集
計
し

た
。
表
一
の
下
部
に
あ
る
冊
数
の
数
値
を
検
討
し
て
み
る
。
冊
数
に
注
目
す
る

と
、「
◯
」
番
の
冊
数
は
書
目
数
に
比
例
し
て
突
出
し
て
い
る
。「
一
」
番
も
冊

数
が
一
〇
〇
〇
冊
を
超
え
て
お
り
、
他
の
番
号
に
比
較
す
る
と
多
く
の
冊
数
が

あ
る
。
但
し
、「
◯
」・「
一
」
と
「
仮
」・「
無
」
を
除
い
た
、「
二
」
か
ら
「
十
四
」

に
か
け
て
は
、
五
〇
〇
冊
か
ら
八
四
六
冊
に
間
に
収
ま
る
冊
数
で
あ
り
（
平
均

六
八
八
冊
）、
イ
ロ
ハ
部
分
ほ
ど
の
ば
ら
つ
き
は
確
認
で
き
な
い
。
但
し
、
今

の
と
こ
ろ
、
書
物
を
「
◯
」
か
ら
「
十
四
」
に
分
類
し
た
方
針
等
は
見
出
し
得

な
い16

。
管
理　

こ
う
し
た
「
二
」
か
ら
「
十
四
」
の
頭
書
の
番
号
は
、
大
凡
の
収
録

冊
数
に
平
均
的
な
値
が
検
出
で
き
る
こ
と
か
ら
、
当
時
の
書
物
蔵
に
お
け
る
書

物
管
理
の
方
法
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
大
胆
に
推
測
す
れ
ば
、
頭
書
の

番
号
は
、
書
物
蔵
の
内
部
の
区
画
番
号
、
或
い
は
棚
番
号
に
相
当
す
る
も
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
例
で
あ
る
が
、
図
三
を
参
照
頂
き
た
い
。
例
え
ば
、『
水

滸
傳
』（
三
二
冊
）
は
、「
ス
」
部
に
収
録
さ
れ
る
の
で
、「
蔵
書
目
録
」（
寛
政
五
）

の
「
ス
」
部
を
開
く
。
す
る
と
、
頭
書
は
「
四
」
番
と
判
明
す
る
。
当
時
の
書

物
蔵
で
は
、「
四
」
番
の
区
画
（
あ
る
い
は
書
架
）
に
、『
水
滸
傳
』
が
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
こ
の
「
四
番
」
の
区
画
内
は
、
イ
ロ
ハ
順
に
整
理
さ
れ
て
い
た
と
推

測
し
た
い
。
即
ち
、「
蔵
書
目
録
」（
寛
政
五
）
作
成
当
時
、書
物
蔵
内
に
は
、「
◯
」

か
ら
「
十
四
」
の
区
画
が
あ
り
、
そ
の
区
画
内
で
の
標
題
の
イ
ロ
ハ
順
が
管
理

出
納
の
基
準
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
を
勘
案
す
れ
ば
、「
蔵
書
目
録
」（
天
明
六
）

作
成
当
時
は
、
区
画
そ
の
も
の
が
整
っ
て
お
ら
ず
、
区
画
が
整
理
・
整
備
さ
れ

た
状
況
下
に
お
い
て
、
イ
ロ
ハ
順
に
分
類
し
た
蔵
書
目
録
が
再
作
成
さ
れ
た
。

こ
の
目
録
が
「
蔵
書
目
録
」（
寛
政
五
）
と
の
推
測
も
可
能
で
あ
る
。
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表１　佐伯文庫のイロハ順分類の内訳

部 天明6 寛政5
内訳（寛政5年）

◯ 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 仮 無
イ 21 26 2 1 2 2 6 2 2 1 2 6
ロ 8 9 2 1 1 1 2 1 1
ハ 49 52 11 1 1 3 1 1 5 1 4 7 2 3 2 10
（ニ） 0
ホ 50 55 9 9 2 3 1 1 2 4 8 2 3 2 9
ヘ 8 10 1 1 1 3 4
ト 71 77 12 1 3 4 1 1 2 3 4 6 5 6 3 7 19
チ 53 54 6 3 5 2 2 5 1 7 2 8 1 4 8
リ 63 73 8 1 5 3 1 2 2 4 5 9 6 2 8 17

（ヌ） 0
ル 6 6 1 1 1 1 1 1
ヲ 22 20 4 1 1 1 2 1 2 1 3 2 2
ワ 4 4 1 1 1 1
カ 155 169 30 4 18 7 10 8 9 1 7 8 4 13 10 6 4 30
ヨ 21 24 7 3 1 1 1 1 2 5 3
タ 46 56 13 7 1 1 3 2 3 1 4 4 5 12
レ 28 30 6 1 4 2 2 2 2 1 2 1 1 6
ソ 70 71 11 1 3 1 2 4 2 4 2 4 9 5 6 4 1 12
ツ 4 6 3 3
ネ 1 1 1
ナ 12 13 4 1 2 1 1 2 1 1
ラ 16 18 6 1 1 1 1 1 2 1 4

（ム） 0
ウ 5 9 1 1 1 2 1 3

（ヰ） 0
ノ 3 3 1 1 1
（オ） 0
ク 27 39 11 1 1 2 1 1 4 2 2 2 1 11
ヤ 2 1 1
マ 3 3 2 1
ケ 51 48 10 2 3 1 3 2 2 4 4 2 2 5 8
フ 43 52 10 7 1 3 2 3 2 3 1 6 4 10
コ 92 101 22 1 7 5 4 6 2 3 6 4 6 3 5 3 1 23
エ 33 36 3 1 2 2 3 1 1 4 2 3 2 12
テ 35 35 7 2 1 1 2 4 4 3 4 1 6
ア 3 4 1 1 1 1
サ 42 44 9 2 6 1 2 1 3 1 1 1 2 2 1 1 11
キ 77 78 12 1 6 4 1 2 2 1 7 8 7 4 3 1 19
ユ 9 8 5 1 1 1
メ 8 9 2 1 1 2 1 2
ミ 19 24 5 1 1 2 1 1 4 9
シ 212 237 41 2 12 12 7 6 5 21 7 22 14 13 13 6 1 55

（ヱ） 0
ヒ 14 14 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1
モ 5 11 1 1 1 1 2 1 4
セ 100 107 22 4 7 4 3 5 3 8 2 4 5 9 3 5 1 22
ス 12 15 3 1 1 1 2 1 2 4
小計 1,503 1,652 302 20 115 75 44 58 44 1 84 63 102 113 103 80 84 15 349
冊数内訳 20,322 6,320 1,112 547 649 832 839 640 500 665 598 674 643 742 846 771 376 3,568
1書目あた
りの冊数 12 21 56 5 9 19 14 15 500 8 9 7 6 7 11 9 25 10

注）「佐伯侯蔵書目」（天明 6年）・「佐伯侯蔵書目録」（寛政 5年）より作成。共に松浦史料博物館蔵。
　　項目「仮」は，「仮」もしくは「仮箱」と頭書があるもの。
　　「ニ」・「ヌ」・「ム」・「ヰ」・「オ」・「ヱ」は，書目がないとともに，部そのものが存在しない。
　　「冊数内訳」は，「佐伯侯蔵書目録」（寛政 5年）の総冊数（20,332 冊）の内訳を示す。
　　「1書目あたり　の冊数」は，冊数を書目数で除した数となる。
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『
國
史
経
籍
志
』
等
を
分
類
基
準
と
し
た
場
合
、
未
掲
載
の
漢
籍
を
ど
う
扱

う
か
、
と
い
っ
た
問
題
が
生
じ
得
る
。
他
方
、
区
画
の
分
類
方
針
は
不
詳
で
あ

る
が
、
イ
ロ
ハ
順
で
は
、
標
題
の
音
読
さ
え
出
来
れ
ば
、
管
理
出
納
が
可
能
と

な
る
。
佐
伯
文
庫
の
よ
う
な
膨
大
な
漢
籍
の
管
理
出
納
を
考
慮
し
た
場
合
、
区

画
内
の
イ
ロ
ハ
順
整
理
は
、
合
理
的
な
側
面
も
指
摘
で
き
る17

。

従
来
、
こ
う
し
た
佐
伯
文
庫
の
分
類
・
整
理
つ
い
て
、
梅
木
は
「
現
在
ま
で

あ
ま
り
研
究
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
文
庫
蔵
書
の
分
類
に
関
す
る
よ
う
な

古
記
録
類
も
全
く
見
当
た
ら
な
い
」
と
指
摘
す
る18

。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
前
述

の
よ
う
に
、
そ
の
方
針
の
一
端
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
。

　

一
・
三　

書
物
の
状
態
・
所
在
・
入
手
等

状
態　

闕
本
・
不
揃
と
い
っ
た
書
物
の
状
態
表
示
以
外
に
も
、『
五
侯
鯖
』・

『
白
房
雑
興
』・『
閩
詩
傳
』『
理
性
元
雅
（
新
傳
理
性
元
雅
）』
に
つ
い
て
は
、「
解

本
」
の
注
記
が
あ
る
。
ま
た
、虫
喰
に
つ
い
て
は
、「
十
九
ノ
巻
不
見
、表
紙
少
々

虫
入
有
リ
」（『
易
経
就
正
』）、「
闕
虫
入
」（『
江
湖
長
翁
文
集
』）、「
二
本
虫
入

有
リ
」（『
三
朝
要
典
』）、「
江
戸
二
十
四　

二
十
八　

三
十
六
虫
入
」（『
憺
園

文
集
』
と
い
っ
た
注
記
。
さ
ら
に
は
、「
表
紙
と
ち
糸
大
損
、
七
八
之
巻
不
見

四
冊
之
内
か
」（『
古
今
文
衡
』）、「
損
有
リ
」（『
息
機
堂
稿
』）
な
ど
の
破
損
の

描
写
も
あ
る
。
墨
付
で
は
、「
小
口
墨
附
有
リ
」（『
宋
李
忠
定
公
文
集
選
』）
と
、

細
か
い
汚
損
も
記
さ
れ
、
中
に
は
「
全
汐
入
」（『
禮
経
捜
義
』）
と
あ
る
書
物

も
あ
っ
た
。こ
れ
ら
状
態
の
注
記
に
つ
い
て
は
、「
損
シ
有
リ
取
扱
大
切
ニ
仕
事
」

（『
午
亭
文
編
』）
と
い
っ
た
記
述
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
先
行
諸
研
究
で
も
言

及
さ
れ
て
い
る
、
高
標
の
書
物
に
対
す
る
姿
勢
の
表
れ
と
言
え
よ
う19

。

書
物
の
所
在

〔
江
戸
〕　�

「
蔵
書
目
録
」（
寛
政
五
）
に
は
、
江
戸
・
京
都
と
い
っ
た
佐
伯

の
外
へ
、
一
時
的
に
で
は
あ
れ
、
移
管
し
た
書
物
の
情
報
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

江
戸
に
移
さ
れ
て
い
た
書
物
は
、
注
記
が
あ
る
も
の
だ
け
で
計
一
七
五
書
目
。

そ
の
内
、
冊
数
（
本
数
）
の
記
載
が
あ
る
も
の
を
合
計
す
る
と
四
四
七
冊
に
及

ぶ
。
冊
数
の
記
載
が
な
く
、「
江
戸
」
と
の
み
注
記
さ
れ
た
書
目
に
つ
い
て
は
、

冊
数
の
計
算
に
含
め
て
い
な
い
。
ま
た
、「
差
上
」
と
注
記
が
あ
る
も
の
は
、

そ
の
全
冊
が
江
戸
に
あ
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
。『
苐
鹿
門
文
集
』（
全
一
二

冊
）、『
熳
亭
集
』（
全
八
冊
）、『
明
九
大
家
詩
選
』（
全
六
冊
）
な
ど
七
書
目
は
、

「
蔵
書
目
録
」（
寛
政
五
）
作
成
当
時
、
そ
の
全
冊
が
江
戸
に
あ
っ
た20

。
他
方
、

書
物
の
一
部
を
江
戸
に
移
管
し
て
い
た
場
合
を
示
す
。
揃
・
不
揃
の
状
態
に
関

わ
ら
ず
、
一
冊
の
み
を
江
戸
に
移
管
し
て
い
た
書
目
は
九
一
点
と
最
も
書
目
数

が
多
い
。
続
い
て
、
二
冊
を
移
し
た
も
の
が
二
四
点
と
多
く
、
三
冊
を
移
し
て

い
た
も
の
五
点
、
四
冊
を
移
し
て
い
た
も
の
六
点
な
ど
と
な
る
。

佐
伯
の
書
物
蔵
で
管
理
さ
れ
て
い
た
そ
れ
ぞ
れ
の
書
物
の
一
部
（
一
冊
か
ら

数
冊
程
度
）
を
江
戸
に
分
置
し
て
お
く
こ
と
は
、
参
勤
交
代
を
背
景
と
し
、
高

標
が
江
戸
で
書
物
を
閲
覧
・
利
用
す
る
こ
と
を
念
頭
に
置
く
と
、
ほ
ぼ
常
態
で

図三：「蔵書目録」（寛政五）の
「ス」部
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あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
必
ず
し
も
全
て
の
大
名
に
つ
い
て
言
及
で
き
る
わ
け

で
は
な
い
が
、
国
元
と
江
戸
の
両
所
で
、
大
名
家
の
蔵
書
は
分
散
・
分
置
さ
れ

て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
実
態
が
、高
標
の
場
合
、「
蔵
書
目
録
」（
寛

政
五
）
作
成
当
時
に
お
い
て
、
史
料
的
に
補
足
で
き
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、

こ
の
よ
う
な
頻
繁
か
つ
複
雑
な
佐
伯
文
庫
の
出
納
に
あ
た
っ
て
、
前
述
の
佐
伯

文
庫
の
整
理
・
分
類
が
ど
の
よ
う
に
機
能
し
た
の
か
、
今
後
、
検
討
す
る
必
要

も
あ
ろ
う
。

〔
京
都
〕　�

「
蔵
書
目
録
」（
寛
政
五
）
に
は
、
京
都
に
お
い
て
も
、
佐
伯
文

庫
の
書
物
が
移
送
・
移
管
さ
れ
た
事
例
が
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。『
田
閒

詩
集
』（
全
二
冊21

）
の
内
、
江
戸
と
京
都
へ
そ
れ
ぞ
れ
一
冊
が
移
管
。『
十
六
國

春
秋
』（
全
一
八
冊
）
も
、全
冊
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、京
都
に
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
京
都
に
お
い
て
は
、
当
時
、
荒
川
文
之
丞22

が
、
書
物
（
唐
本
）
の
吟

味
と
調
達
に
あ
た
っ
て
い
た
。
そ
の
荒
川
の
も
と
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
明

記
さ
れ
る
書
物
は
、『
埤
雅
廣
要
』（
全
六
冊
）、『
西
湖
二
集
』（
全
一
二
冊
）

の
内
二
冊
、『
南
唐
書
』（
全
二
冊
）
の
抄
本
、『
詩
経
世
本
古
義
』（
全
三
〇
冊
）

の
内
一
冊
。

荒
川
は
、
京
都
の
書
物
商
・
風
月
庄
左
衛
門
の
日
記
『
日
暦
』
に
も
し
ば
し

ば
登
場
す
る
。
風
月
は
、
荒
川
を
高
標
の
「
京
唐
本
世
話
人
」
と
記
す23

。
安
永

二
年
（
一
七
七
三
）
の
高
標
初
入
国
の
頃
、
六
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
、『
廣

群
芳
譜
』
の
購
入
交
渉
を
続
け
て
い
た24

。
ま
た
、
京
都
居
住
で
あ
っ
た
荒
川
だ

が
、
そ
の
名
前
は
、
安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
よ
り
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）

頃
ま
で
、
大
坂
の
木
村
蒹
葭
堂
の
日
記
中
に
も
継
続
し
て
登
場
す
る25

。
大
坂
の

留
守
居
役
と
同
様
、
上
方
で
の
物
品
調
達
や
専
売
品
（「
板
紙
」）
の
販
売
に
も

関
与
し
た
。
大
坂
の
留
守
居
は
役
替
に
よ
っ
て
、
佐
伯
へ
と
帰
任
す
る
が
、
荒

川
は
、
ほ
ぼ
京
都
常
在
で
、
役
替
・
転
任
は
確
認
で
き
な
い
。
高
標
が
藩
主
で

あ
っ
た
ほ
ぼ
全
期
間
を
通
じ
て
、
京
都
に
お
い
て
書
物
吟
味
・
書
物
調
達
の
任

を
果
た
し
た
人
物
で
あ
る
。

書
物
の
入
手
と
写
本　

限
ら
れ
た
事
例
で
あ
る
が
、
具
体
的
な
書
物
の
入
手

と
江
戸
送
致
の
注
記
が
存
在
す
る
。
以
下
、
箇
条
書
き
で
列
記
す
る
。

一�

『
康
熈
永
年
暦
法
』（
全
三
三
冊
）
…
「
江
戸
差
上
」・「
巳
ノ
十
二
月
十
五

日
二
十
四
本
来
ル
」

二
『
曝
書
亭
集
』（
全
一
六
冊
）
…
「
未
六
月
宗
兵
衛
長
崎
ゟ
持
帰
り
」

三
『
五
代
會
要
』（
全
一
六
冊
）
…
「
未
六
月
宗
兵
衛
長
崎
ゟ
持
帰
リ
」

四
『
廣
東
新
語
』（
全
一
二
冊
）
…
「
巳
ノ
十
月
十
七
日
四
本
江
戸
」

五
『
梅
村
詩
集
』（
全
四
冊
）
…
「
巳
ノ
十
二
月
七
日
江
戸
差
上
」

六�

『
唐
賢
三
昧
集
』（
全
三
冊
）・『
東
坡
編
年
詩
』（
全
一
六
冊
）
…
「
巳
ノ

十
月
江
戸
差
上
」

上
記
の
内
、「
未
」
は
天
明
七
年
と
推
定
。「
巳
」
は
、「
御
用
日
記
」・「
日
記
」

の
記
事
と
の
対
照
か
ら
天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
と
ほ
ぼ
確
定
で
き
る
。

一
〜
三
は
、
書
物
の
入
手
に
関
す
る
記
事
で
あ
り
、
一
は
、
後
述
の
天
明
五

年
以
降
の
「
長
崎
御
書
物
御
調
」
が
背
景
で
あ
る
。
二
と
三
に
よ
り
、
天
明
七

年
六
月
に
も
、
穴
見
宗
兵
衛26

が
長
崎
か
ら
書
物
を
持
ち
帰
っ
て
い
た
こ
と
が
示

さ
れ
る
。
四
〜
六
は
、
天
明
五
年
、
長
崎
で
調
達
し
た
書
物
の
江
戸
移
送
に
関

す
る
記
事
と
推
定
さ
れ
る
。

写
本　

二
つ
の
蔵
書
目
録
か
ら
「
写
本
」
注
記
が
あ
る
書
目
は
、
二
三
件
。

冊
数
は
、
お
よ
そ
七
七
冊
。
目
録
か
ら
窺
え
る
特
徴
は
、
二
三
件
の
内
、
天
明

六
年
以
前
に
写
本
と
し
て
収
蔵
さ
れ
た
書
目
が
一
八
件
・
六
五
冊
と
多
い
こ
と
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で
あ
る
。

安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
一
一
月
九
日
、京
都
の
荒
川
文
之
丞
は
、「
御
写
物
」

を
命
じ
ら
れ
た
た
め
、
人
員
の
補
充
を
佐
伯
藩
に
要
請
し
た27

。
同
時
期
、
佐
伯

で
は
「
御
写
物
御
用
」
を
薬
師
寺
応
蔵
が
務
め
て
い
た28

。
さ
ら
に
、
天
明
元
年

正
月
に
は
、
梶
西
金
左
衛
門
が
「
御
書
物
抜
書29

」
を
命
じ
ら
れ
た
。
そ
の
業
務

遂
行
の
た
め
、
隔
日
登
城
が
許
可
。
し
か
し
、
同
年
二
月
二
日
、
高
標
の
「
差

急
キ
抜
書
仕
候
ニ
不
及
候
」
と
の
指
示
に
よ
り
、
毎
日
の
登
城
に
戻
さ
れ
た30

。

写
本
収
集
に
あ
た
り
、
安
永
七
年
・
同
九
年
頃
、
京
都
・
佐
伯
に
て
藩
士
ら
に

よ
る
「
御
写
物
」
御
用
が
遂
行
さ
れ
て
い
た
。
佐
伯
文
庫
の
写
本
に
よ
る
書
物

収
集
に
寄
与
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。「
抜
書
御
用
」
の
詳
細
は
不
明
だ
が
、
書

物
か
ら
の
抜
粋
作
業
と
思
わ
れ
る
。
天
明
元
年
二
月
二
日
の
指
示
は
、
高
標
が

藩
士
ら
へ
の
御
用
負
担
に
配
慮
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
二
　
「
御
用
日
記
」
・
「
日
記
」
の
検
討

　

二
・
一　

高
標
の
佐
伯
入
国

「
御
書
物
御
取
寄
」　

高
標
の
佐
伯
初
入
国
前
、
佐
伯
城
三
之
丸
の
修
復
が
、

安
永
元
年
二
月
よ
り
約
一
年
を
費
や
し
て
実
施
さ
れ
た31

。
さ
て
、
高
標
の
初
入

国
は
、
安
永
二
年
六
月
八
日32

。
注
目
す
べ
き
点
は
、
同
年
八
月
六
日
と
一
〇
月

一
六
日
の
二
回
に
わ
た
っ
て
、
江
戸
か
ら
の
「
御
書
物
御
取
寄
」
が
指
示
さ
れ

た
こ
と
で
あ
る33

。
高
標
の
佐
伯
初
入
国
に
と
も
な
っ
て
、
数
量
・
規
模
は
不
明

で
あ
る
が
、
江
戸
か
ら
佐
伯
へ
と
書
物
が
移
送
さ
れ
た
。
入
国
前
、
江
戸
藩
邸

に
お
け
る
高
標
の
書
物
収
集
の
様
相
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
だ
が
、
江
戸
藩
邸

の
書
物
が
移
送
さ
れ
た
こ
と
で
、
佐
伯
（
佐
伯
城
三
之
丸
）
に
お
い
て
佐
伯
文

庫
の
原
型
が
形
成
さ
れ
こ
と
は
留
意
し
た
い
。

「
御
書
物
御
覧
初
」　

さ
ら
に
、二
度
目
の
入
国
時
の
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）

正
月
元
日
よ
り
「
御
書
物
御
覧
初
」
と
い
う
儀
礼
が
開
始
さ
れ
た
。
こ
れ
は
藩

主
在
国
時
の
正
月
に
限
っ
て
行
わ
れ
る
元
旦
行
事
で
あ
り
、
書
き
初
め
（「
御

吉
書
初
」）に
続
い
て
挙
行
さ
れ
て
い
た34

。具
体
的
な
儀
礼
の
内
容
は
未
詳
だ
が
、

高
標
が
収
集
し
た
「
御
書
物
」
に
関
す
る
城
中
行
事
と
し
て
、
こ
れ
以
降
、
定

着
し
た
。

　

二
・
二　

御
書
物
御
用
と
書
物
料
・
書
物
蔵

「
御
書
物
御
用
」　�

佐
伯
に
お
い
て
高
標
の
蔵
書
を
管
理
し
、
あ
る
い
は
書

物
吟
味
・
書
物
調
達
等
を
行
っ
た
藩
士
は
、高
標
初
入
国
当
時
は
小
納
戸
で
あ
っ

た
。安

永
四
年
（
一
七
七
五
）
一
〇
月
一
八
日
、「
一　

御
小
納
戸
之
面
々
申
聞
候
、
　

留
守
残
御
書
物
・
御
手
道
具
、
浅
沢
伝
左
衛
門
ゟ
引
渡
、
無
相
違
受
取
申
候
、

且
又
、
御
衣
類
・
御
小
遣
金
・
御
衣
類
金
、
浅
沢
文
蔵
・
須
田
恵
右
衛
門
ゟ
引

渡
、
是
又
無
相
違
請
取
申
候
段35

」
と
あ
る
よ
う
に
、
高
標
が
佐
伯
に
残
す
蔵
書

と
衣
類
、
さ
ら
に
「
御
小
遣
金
」
と
い
っ
た
藩
主
の
手
元
金
を
佐
伯
の
小
納
戸

役
が
受
領
し
た
。
こ
の
頃
よ
り
、
佐
伯
に
お
け
る
書
物
管
理
を
、
小
納
戸
役
が

行
う
体
制
が
整
備
さ
れ
た
。

安
永
七
年
中
に
は
、
小
納
戸
よ
り
御
書
物
の
大
坂
・
京
都
へ
の
移
送
記
事
が

頻
繁
に
登
場
す
る
。
即
ち
、
大
坂
の
横
井
九
右
衛
門
（
正
月
一
一
日
）、
京
都

の
荒
川
文
之
丞
（
正
月
一
六
日
・
二
月
晦
日
・
五
月
四
日
）。「
御
書
物
入
油
紙

包
」（
大
坂
）・「
御
書
物
入
渋
紙
包
」（
京
都
）
が
、
廻
船
を
以
て
発
送
さ
れ
た
。

い
ず
れ
も
、
発
送
さ
れ
た
個
数
は
一
箇
程
度
と
少
量
で
あ
る36

。

続
い
て
、「
御
書
物
御
用
」
を
担
っ
た
片
岡
治
左
衛
門
と
関
谷
善
左
衛
門
の

動
向
を
示
し
て
み
た
い37

。
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〔
片
岡
治
左
衛
門
〕　�

「
御
用
日
記
」
等
の
佐
伯
藩
の
記
録
に
お
い
て
、「
御

書
物
御
用
」
の
初
見
は
、
天
明
元
年
の
片
岡
治
左
衛
門
の
事
例
で
あ
る
。
片
岡

は
、前
年
、安
永
九
年
（
一
七
八
〇
）
二
月
一
五
日
よ
り
、「
御
内
用
」
の
た
め
、

長
崎
派
遣
を
命
じ
ら
れ
た38

。「
御
内
用
」
を
終
え
て
、
片
岡
が
佐
伯
に
戻
っ
た

の
は
、
翌
三
月
三
日39

。
す
る
と
、
翌
々
日
（
三
月
五
日
）、
高
標
の
江
戸
参
府

に
付
添
い
、
大
坂
ま
で
随
行
す
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
た40

。
同
年
四
月
一
三
日
に

は
、
片
岡
が
拝
命
し
た
「
御
内
用
」
に
関
連
し
て
で
あ
ろ
う
か
、
長
崎
桶
屋
町

の
御
用
達
町
人
茶
屋
吉
次
郎
が
佐
伯
へ
と
到
着41

。
さ
ら
に
、六
月
一
三
日
に
は
、

や
は
り
「
御
内
用
」
と
し
て
、
茶
屋
吉
次
郎
が
そ
の
弟
を
伴
っ
て
佐
伯
へ
と
到

着42

。
片
岡
の
「
御
内
用
」
は
、
二
度
に
わ
た
る
長
崎
御
用
達
町
人
茶
屋
吉
次
郎

の
佐
伯
来
訪
と
連
動
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
高
標
に
随
行
し
、
上
方
へ
登
っ
た

時
、
三
月
一
八
日
、
片
岡
は
大
坂
の
木
村
蒹
葭
堂
を
荒
川
文
之
丞
と
と
も
に
訪

問43

。
書
物
の
動
き
は
看
守
さ
れ
な
い
。
だ
が
、
長
崎
に
お
け
る
書
物
、
特
に
、

唐
船
の
来
舶
書
物
と
そ
の
関
連
情
報
の
収
集
等
が
推
測
さ
れ
る
。
翌
天
明
元
年

三
月
八
日
よ
り
、
片
岡
は
「
御
書
物
御
用
」
を
受
け
て
、
江
戸
へ
向
け
て
佐
伯

を
出
立
し
、
同
月
二
七
日
に
佐
伯
帰
着
。
そ
の
帰
路
の
途
中
、「
京
都
御
用
」

な
ど
も
務
め
た44

。
天
明
二
年
二
月
、
片
岡
は
、「
御
書
物
御
用
」
に
つ
い
て
、

高
標
に
随
行
し
、
大
坂
へ
と
出
向45

。
そ
の
大
坂
滞
在
時
、
片
岡
と
と
も
に
、
佐

伯
藩
士
矢
野
貫
三
・
穴
見
宗
兵
衛
・
矢
野
利
右
衛
門
ら
が
蒹
葭
堂
の
も
と
を
訪

れ
た46

。
片
岡
に
と
っ
て
は
、
二
年
ぶ
り
二
度
目
の
蒹
葭
堂
訪
問
で
あ
る
（
こ
の

時
以
降
、
木
村
蒹
葭
堂
の
日
記
に
片
岡
は
登
場
し
な
い
）。
ま
た
、
矢
野
貫
三
・

穴
見
宗
兵
衛
の
両
名
は
、
天
明
五
年
よ
り
、「
長
崎
御
書
物
御
調
」
の
任
を
果

た
す
こ
と
に
な
る
藩
士
で
あ
る
。

〔
関
谷
善
左
衛
門
〕　�

「
御
書
物
御
用
」
の
た
め
、
江
戸
在
勤
の
関
谷
善
左
衛

門
が
、
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
二
月
九
日
に
江
戸
を
発
足
。「
京
都
・
大
坂

御
用
向
」
を
終
え
て
、
三
月
二
二
日
、
佐
伯
へ
と
帰
着47

。
関
谷
も
、
上
方
滞
在

中
、
三
月
九
日
、
蒹
葭
堂
を
訪
問
し
た48

。

こ
う
し
た
小
納
戸
が
命
じ
ら
れ
た
「
御
書
物
御
用
」
の
具
体
的
な
内
容
・
中

身
は
、「
御
用
日
記
」
等
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
藩
士
ら
の
動

き
か
ら
推
測
す
る
に
、
高
標
の
指
示
・
命
令
に
よ
っ
て
、
江
戸
ま
た
は
佐
伯
か

ら
上
方
（
京
都
・
大
坂
）
方
面
へ
と
向
か
い
、
上
方
で
調
達
し
た
書
物
を
佐
伯

へ
と
持
下
る
、
あ
る
い
は
江
戸
へ
持
参
す
る
こ
と
が
「
御
書
物
御
用
」
の
主
務

と
推
測
さ
れ
る
。
天
明
期
に
入
り
、「
御
書
物
御
用
」
を
担
う
藩
士
ら
の
動
向

が
藩
の
記
録
に
残
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
の
頃
、
木
村
蒹
葭
堂
と
の
接
触
も

頻
繁
で
あ
っ
た
。
佐
伯
藩
士
と
上
方
の
書
物
商
・
文
人
ら
と
の
書
物
を
め
ぐ
る

交
友
関
係
が
、
次
第
に
構
築
さ
れ
て
い
っ
た
様
子
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
な

お
、
京
都
の
荒
川
文
之
丞
が
、
天
明
元
年
六
月
一
六
日
、「
御
書
物
御
用
」
の

た
め
、
江
戸
へ
の
下
向
が
命
じ
ら
れ
た
事
例
も
確
認
で
き
る49

。

書
物
料　

高
標
の
初
入
国
以
降
、
荒
川
文
之
丞
や
小
納
戸
の
動
向
か
ら
、
そ

の
蔵
書
は
次
第
に
拡
充
を
み
せ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
中
、
天
明
元
年

三
月
よ
り
、
衣
服
・
諸
色
・
書
物
代
金
の
出
納
業
務
が
、
小
納
戸
で
は
扱
え
な

い
と
し
て
、
藩
の
表
方
の
引
き
受
け
と
な
っ
た
。
恐
ら
く
は
、
書
物
購
入
に
関

わ
る
経
費
が
増
え
て
き
た
こ
と
が
背
景
で
あ
ろ
う
。
書
物
調
達
と
藩
財
政
と
の

関
連
を
考
え
る
上
で
も
大
事
な
条
文
と
判
断
さ
れ
る
の
で
、
以
下
、
天
明
元
年

四
日
一
〇
日
の
全
条
文
を
示
す
。

　

一�

御
衣
服
・
諸
色
・
御
書
物
代
・
御
小
遣
金
、
是
迄
御
小
納
戸
に
て
請
払

被　

仰
付
置
候
処
、
御
用
多
ニ
有
之
、
大
金
御
勘
定
等
無
覚
束
奉
存
候

段
、
御
小
納
戸
共
一
統
相
歎
候
付
、
則
右
之
趣
達　

御
聞
候
処
、
当
三

月
ゟ
以
来
、
右
御
金
御
表
請
払
ニ
被　

仰
付
候
、
尤
御
書
物
吟
味
之
儀
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は
、
是
迄
之
通
、
可
相
心
得
候
、
当
二
月
迄
右
品
々
御
金
御
勘
定
之
儀

は
仕
上
候
様
可
仕
候
、
前
書
之
通
、
御
表
請
払
ニ
被　

仰
付
候
事
ニ
候

得
は
、
尚
又
、
御
側
向
御
倹
約
筋
等
一
統
申
談
、
無
抜
目
出
精
相
勤
候

様
被　

仰
出
申
渡
候
段
申
越
候50

即
ち
、
衣
服
・
諸
色
・
書
物
代
金
の
出
納
が
多
額
に
及
ん
だ
た
め
、
佐
伯
の

小
納
戸
方
で
は
出
納
業
務
が
困
難
と
な
っ
た
こ
と
。
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
代
金
の

出
納
業
務
は
、
今
後
、
藩
の
表
方
で
行
っ
て
欲
し
い
と
、
小
納
戸
中
が
請
願
し

た
。
こ
の
請
願
は
許
容
さ
れ
、
か
か
る
代
金
の
表
方
に
よ
る
出
納
業
務
は
、
天

明
元
年
三
月
よ
り
実
施
と
な
る
。
だ
が
、出
納
業
務
と
は
別
に
、「
御
書
物
吟
味
」

は
、
こ
れ
ま
で
通
り
、
小
納
戸
で
務
め
る
よ
う
指
示
が
あ
っ
た
こ
と
も
わ
か
る
。

即
ち
、
安
永
四
年
よ
り
、「
小
遣
金
」
な
ど
の
財
源
を
以
て
、
書
物
代
金
を
出

納
し
て
き
た
小
納
戸
は
、
こ
こ
に
至
り
出
納
業
務
を
表
方
へ
委
譲
。
書
物
吟
味

に
、
よ
り
従
事
で
き
る
体
制
と
な
っ
た
。
一
方
、
拡
大
傾
向
に
あ
っ
た
書
物
代

金
は
、「
小
遣
金
」（
毛
利
家
の
財
源
と
推
定
）
で
の
支
弁
が
困
難
と
な
る
こ
と

で
、
次
第
に
藩
の
表
方
財
政
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

書
物
蔵　

従
来
、
天
明
元
年
の
書
物
蔵
完
成
と
佐
伯
文
庫
開
設
は
関
連
付
け

て
考
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
三
之
丸
書
物
蔵
の
建
造
経
緯
と
完

成
期
日
の
確
定
は
、
研
究
史
上
の
一
つ
の
重
要
な
論
点
で
あ
る
。
以
下
、
関
連

記
事
を
提
示
し
て
み
た
い
。

拡
充
を
遂
げ
る
高
標
の
蔵
書
を
保
管
・
管
理
す
る
た
め
の
書
物
蔵
の
建
設
が
、

五
回
目
の
入
国
と
な
っ
た
天
明
元
年
閏
五
月
よ
り
始
動
し
た
。
建
造
場
所
は
、

三
之
丸
書
院
の
庭
。
経
費
は
可
能
な
限
り
節
減
し
つ
つ
も
、
堅
牢
な
書
物
蔵
を

建
造
す
る
こ
と
が
、
普
請
奉
行
長
谷
川
園
右
衛
門
へ
命
じ
ら
れ
た51

。
閏
五
月
九

日
よ
り
、
建
築
用
木
材
の
見
積
が
開
始
。
六
月
一
九
日
に
は
、
書
物
蔵
建
造
用

材
木
の
総
数
が
四
六
二
本
と
決
ま
っ
て
い
る52

。
同
二
一
日
に
は
、
三
之
丸
周
辺

の
伐
採
材
木
か
ら
腕
木
九
五
本
が
書
物
蔵
建
造
用
に
充
当
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た53

。
但
し
、
天
明
元
年
の
七
月
以
降
、
同
年
中
の
「
御
用
日
記
」・「
日
記
」
が

存
在
し
な
い
た
め
、
書
物
蔵
完
成
期
日
は
正
確
に
は
確
定
で
き
な
い
。
翌
年
以

降
の
「
御
用
日
記
」
等
に
も
、書
物
蔵
完
成
の
記
事
は
見
受
け
ら
れ
な
い
の
で
、

天
明
元
年
の
七
月
か
ら
一
二
月
の
間
に
完
成
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
経
費
節
減

の
中
で
堅
牢
な
書
物
蔵
の
建
造
が
意
図
さ
れ
た
こ
と
、
材
木
調
達
な
ど
に
も
工

夫
・
配
慮
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

二
・
三　

天
明
五
年
の
長
崎
書
物
調
達

新
た
な
調
達
先　

こ
こ
で
は
、「
蔵
書
目
録
」（
寛
政
五
）
に
記
録
さ
れ
た
天

明
五
年
次
に
お
け
る
「
長
崎
御
書
物
御
調
」
の
関
連
記
事
を
検
討
す
る
。
荒
川

を
通
じ
て
上
方
（
京
都
・
大
坂
）
の
書
物
商
か
ら
の
調
達
が
主
で
あ
っ
た
（
と

考
え
ら
れ
る
）
高
標
に
と
っ
て
、
天
明
五
年
、
長
崎
で
の
書
物
調
達
が
実
現
し

た
。
現
地
で
の
書
物
調
達
は
、
穴
見
宗
兵
衛
・
矢
野
貫
三54

が
担
当
。
長
崎
奉
行
・

奉
行
用
人
・
書
物
改
・
唐
通
事
・
長
崎
会
所
役
人
と
い
っ
た
有
力
な
長
崎
地
役

人
を
巻
き
込
ん
だ
大
規
模
な
調
達
で
あ
っ
た
。
長
崎
奉
行
な
ど
と
異
な
り
、
中

国
船
・
オ
ラ
ン
ダ
船
が
も
た
ら
す
輸
入
品
に
関
す
る
特
権
を
保
持
し
な
い
西
国

大
名
が
、
長
崎
（
長
崎
会
所
）
か
ら
書
物
を
調
達
し
た
事
例
と
評
価
で
き
る
。

静
山
に
つ
い
て
み
る
と
、
天
明
五
年
一
二
月
一
二
日
時
点
で
、
漢
籍
と
洋
書
の

発
注
を
行
っ
て
い
た
が
、
こ
の
場
合
発
注
の
み
で
あ
り
、
長
崎
（
長
崎
会
所
）

調
達
は
実
現
で
き
て
い
な
い
。
高
標
の
方
が
、
一
足
早
く
長
崎
調
達
を
達
成
し

た
こ
と
に
な
る55

。
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穴
見
宗
兵
衛
（
一
度
目
）　

天
明
五
年
八
月
二
一
日
、「
長
崎
御
書
物
御
」
の

た
め
、
穴
見
宗
兵
衛
の
派
遣
が
指
示
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
同
月
二
五
日
、

穴
見
は
足
軽
・
人
足
を
連
れ
立
ち
、
佐
伯
を
出
立
。
同
年
九
月
晦
日
の
復
命
口

上
に
よ
れ
ば
、
穴
見
ら
は
八
月
二
八
日
、
肥
後
熊
本
藩
領
高
橋
へ
到
着
。
風
待

ち
の
後
、
九
月
朔
日
、
島
原
へ
渡
海
。
翌
三
日
、
長
崎
へ
と
到
着
。
そ
れ
よ
り
、

書
物
調
達
の
用
務
に
取
り
か
か
り
、
同
月
二
一
日
ま
で
滞
在
。
翌
二
二
日
に
は

長
崎
を
発
っ
て
、佐
伯
へ
と
到
着
し
た
の
が
九
月
晦
日56

。
穴
見
は
、こ
の
時
、「
御

書
物
三
部
」
を
持
ち
帰
っ
た
。
こ
の
書
物
は
、
在
府
中
の
高
標
よ
り
、
一
〇
月

朔
日
、
江
戸
へ
移
送
す
る
よ
う
書
物
奉
行
へ
宛
て
た
指
示
が
出
さ
れ
て
い
る
。

安
永
七
年
の
小
口
の
書
物
発
送
で
は
、
廻
船
が
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
画
期
的

な
長
崎
調
達
書
物
で
あ
り
、
か
つ
、
水
損
・
海
難
等
を
憂
慮
し
た
た
め
か
、
佐

伯
か
ら
江
戸
ま
で
、全
て
陸
送
す
る
手
段
が
採
用
さ
れ
た57

。
先
述
の
一
・
三
「
書

物
の
入
手
と
写
本
」
に
お
い
て
、「
蔵
書
目
録
」（
寛
政
五
）
の
内
か
ら
示
し
た

書
目
の
内
、『
廣
東
新
語
』・『
唐
賢
三
昧
集
』・『
東
坡
編
年
詩
』
の
三
部
が
、

天
明
五
年
の
長
崎
調
達
に
よ
っ
て
入
手
し
た
書
物
と
推
定
さ
れ
る
。
な
お
、
穴

見
は
天
明
五
年
一
一
月
二
一
日
、
書
物
代
金
な
ど
が
記
さ
れ
た
勘
定
目
録
一
冊

を
提
出
し
て
い
る
が
、
書
物
代
金
な
ど
は
不
明58

。

矢
野
貫
三　

矢
野
貫
三
は
、「
御
書
物
御
用
」
の
た
め
、天
明
五
年
五
月
四
日
、

江
戸
を
出
立
。
同
一
四
日
に
は
京
都
、
同
二
三
日
に
は
大
坂
で
の
御
用
を
終
え

て
、
六
月
一
二
日
、
佐
伯
へ
と
到
着59

。
同
年
九
月
七
日
の
長
崎
奉
行
松
浦
信
桯

の
江
戸
発
駕
の
報
を
受
け
て
、
同
月
二
五
日
、
長
崎
へ
の
使
者
役
を
命
じ
ら
れ

た60

。
矢
野
は
、
一
〇
月
四
日
、
長
崎
到
着
。
松
浦
信
桯
が
、
一
〇
月
一
六
日
に

長
崎
へ
と
到
着
し
た
こ
と
か
ら
、
矢
野
は
翌
一
七
日
に
使
者
を
務
め
た
。
そ
の

後
、「
御
書
物
御
用
今
暫
隙
取61

」
と
し
て
、
翌
一
一
月
二
五
日
ま
で
長
崎
滞
留
。

そ
の
間
、「
兼
々
御
望
之
御
書
物
五
拾
壱
部
之
分
、
此
節
御
手
ニ
入
候
付62

」
と

あ
る
よ
う
に
、
高
標
懇
望
の
書
物
五
一
部
を
佐
伯
へ
持
ち
帰
っ
た
（
一
二
月
二

日
佐
伯
到
着
）。
こ
う
し
て
入
手
し
た
書
物
五
一
部
は
、
一
二
月
七
日
、
飛
脚

を
以
て
、
大
坂
ま
で
発
送
さ
れ
た
。
た
だ
、
前
述
の
「
蔵
書
目
録
」（
寛
政
五
）

で
提
示
し
た
『
梅
村
詩
集
』
は
「
巳
ノ
十
二
月
七
日
江
戸
差
上
」
と
あ
り
、「
江

戸
」
へ
と
呈
さ
れ
て
い
る
。
書
物
の
搬
送
に
あ
た
り
、
一
二
月
六
日
に
佐
伯
へ

と
到
着
し
て
い
た
小
倉
の
飛
脚
問
屋
素
麺
屋
助
左
衛
門
の
飛
脚
に
、
賃
銀
を
尋

ね
た
と
こ
ろ
、
銀
一
〇
匁
と
の
回
答
が
あ
っ
た
。「
御
書
物
重
目
過
分
之
儀
」

と
し
て
、
今
回
は
飛
脚
に
宰
領
足
軽
一
名
と
在
夫
一
名
を
付
け
て
の
陸
送
と

な
っ
た63

。

穴
見
宗
兵
衛
（
二
度
目
）　�

矢
野
が
一
二
月
二
日
に
帰
着
し
た
同
日
、
穴
見

に
対
し
て
二
度
目
の
長
崎
派
遣
が
命
じ
ら
れ
た64

。
た
だ
、
矢
野
の
長
崎
派
遣
で

「
御
望
之
御
書
物
御
手
ニ
入
申
候
、
貫
三
申
談
候
義
も
御
座
候
故65

」
と
し
て
、

一
旦
は
穴
見
の
再
派
遣
が
延
期
。
矢
野
と
の
相
談
・
調
整
を
済
ま
せ
て
、
一
二

月
一
〇
日
の
再
出
立
が
決
定
さ
れ
る
。
穴
見
の
長
崎
再
派
遣
に
と
も
な
い
、
長

崎
で
の
書
物
調
達
に
関
し
、
書
物
改
役
向
井
外
記
と
御
用
達
茶
屋
吉
左
衛
門
へ

の
目
録
金
の
下
賜
が
決
ま
っ
た66

。
こ
れ
以
降
の
穴
見
の
動
向
は
、「
御
用
日
記
」

に
記
録
が
な
い
。
但
し
、
翌
天
明
六
年
四
月
四
日
、「
長
崎
え
渡
来
之
御
書
物

御
買
上
之
義
、
御
奉
行
松
浦
和
泉
守
様
え
御
頼
被
遣
候
付
、
御
世
話
被
進
候
故
、

御
謝
礼
并
被
下
物
之
義
、
矢
野
貫
三
・
穴
見
宗
兵
衛
申
聞
候
故
、
則
申
談
候
段
、

伺
書
左
之
通
出
之
候
」
と
し
て
、
長
崎
奉
行
松
浦
信
桯
へ
羽
二
重
二
疋
、
御
用

人
板
尾
良
助
へ
金
三
〇
〇
疋
、
書
物
改
役
向
井
外
記67

へ
小
袖
、
唐
通
事
林
梅
卿68

へ
羽
織
、
同
じ
く
唐
通
事
平
井
徳
一
郎69

へ
上
下
、
茶
屋
吉
左
衛
門
へ
扶
持
方
を

そ
れ
ぞ
れ
恵
贈
・
下
賜
す
る
こ
と
が
佐
伯
藩
御
用
人
よ
り
家
老
中
へ
付
議
さ
れ

た70

。穴
見
の
一
度
目
の
長
崎
派
遣
時
は
、
松
浦
信
桯
の
長
崎
到
着
前
に
あ
た
る
。



− −13

到
着
後
の
矢
野
と
穴
見
（
二
度
目
）
の
調
達
に
は
、
謝
礼
が
検
討
さ
れ
た
こ
と

な
ど
か
ら
、
長
崎
奉
行
の
援
助
・
関
与
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
な
お
、

松
浦
信
桯
は
、
静
山
の
叔
父
に
あ
た
る
血
縁
者
で
も
あ
っ
た
。
明
確
な
論
拠
は

な
い
が
、
高
標
の
「
長
崎
御
書
物
御
調
」
に
あ
た
り
、
静
山
か
ら
信
桯
に
対
す

る
働
き
か
け
が
あ
っ
た
こ
と
も
十
分
に
想
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

結
び
に
か
え
て

静
山
が
筆
写
し
平
戸
藩
楽
歳
堂
に
蔵
置
さ
れ
た
佐
伯
文
庫
の
「
蔵
書
目
録
」

（
天
明
六
）
と
「
蔵
書
目
録
」（
寛
政
五
）
の
二
点
の
蔵
書
目
録
は
、
佐
伯
の
書

物
奉
行
が
作
成
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
、
文
庫
創
設
者
で
あ
っ
た
高
標
の
手
元

に
あ
っ
た
。目
録
の
記
載
情
報
を
も
と
に
、書
目
・
冊
数
な
ど
を
検
討
し
た
結
果
、

「
蔵
書
目
録
」（
寛
政
五
）借
覧
当
時
の
佐
伯
文
庫
の
書
物
は
、書
物
蔵
内
の「
◯
」

か
ら
「
十
四
」
の
区
画
に
分
け
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
の
区
画
内
は
、
標
題
の
音
読

イ
ロ
ハ
順
で
整
理
さ
れ
て
い
た
と
推
測
し
た
。
こ
の
目
録
を
用
い
て
、
高
標
は

佐
伯
文
庫
の
出
納
を
小
納
戸
あ
る
い
は
書
物
奉
行
宛
に
指
示
し
て
い
た
と
思
わ

れ
る
。
そ
の
状
況
が
、
江
戸
や
京
都
に
お
け
る
移
管
・
分
置
と
し
て
「
蔵
書
目

録
」（
寛
政
五
）
に
記
録
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
佐
伯
文
庫
の
整
理
・
分
類
方
法
が
、

寛
政
五
年
以
降
、
ど
の
よ
う
に
変
容
す
る
の
か
、
佐
伯
藩
に
お
け
る
漢
籍
文
化

の
受
容
と
い
っ
た
観
点
か
ら
再
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
ろ
う71

。

次
に
、
佐
伯
藩
政
史
料
「
御
用
日
記
」・「
日
記
」
の
検
討
を
行
っ
た
。
高
標

の
佐
伯
初
入
国
（
安
永
二
年
）
が
佐
伯
文
庫
形
成
の
一
つ
の
基
点
で
あ
り
、
こ

れ
以
降
、
佐
伯
城
に
て
、「
御
書
物
御
覧
初
」
と
い
う
正
月
元
旦
の
城
中
行
事

が
創
設
さ
れ
定
例
化
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
初
入
国
以
降
、
佐
伯
で

は
小
納
戸
が
「
御
書
物
御
用
」
を
担
っ
て
い
た
。
関
谷
善
左
衛
門
な
ど
は
、
こ

う
し
た
「
御
書
物
御
用
」
担
う
藩
士
で
あ
り
、
後
に
「
書
物
奉
行
」（
天
明
三

年
九
月
が
初
見
）
へ
就
任
し
て
い
る
。
書
物
蔵
の
完
成
（
天
明
元
年
）
や
蔵
書

の
拡
充
を
う
け
て
、
小
納
戸
の
中
か
ら
、「
御
書
物
御
用
」
に
専
従
す
る
役
職

と
し
て
、
書
物
奉
行
が
成
立
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
安
永
期
〜
天
明
初
期
、
高

標
の
書
物
調
達
の
拠
点
は
、
京
都
書
物
商
と
の
調
達
経
緯
が
確
認
で
き
た
荒
川

文
之
丞
が
常
在
す
る
上
方
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、「
御
書
物
御
用
」
を

命
じ
ら
れ
た
藩
士
は
、
江
戸
あ
る
い
は
佐
伯
か
ら
上
方
（
京
都
・
大
坂
）
へ
と

向
か
う
こ
と
が
多
く
、
こ
の
時
期
、
大
坂
の
木
村
蒹
葭
堂
と
佐
伯
藩
士
と
の
交

流
も
盛
ん
で
あ
っ
た
。
高
標
の
書
物
収
集
を
媒
介
と
し
た
、
上
方
と
佐
伯
と
の

文
化
交
流
の
実
態
は
、
再
評
価
す
べ
き
事
項
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

天
明
元
年
、
書
物
蔵
の
建
造
に
先
立
ち
、
書
物
代
金
の
出
納
業
務
が
、
藩
の

表
方
へ
と
委
譲
さ
れ
て
い
る
。
安
永
四
年
よ
り
小
納
戸
が
出
納
業
務
を
担
っ
た

が
、
書
物
代
金
の
支
出
が
多
く
な
っ
た
こ
と
が
大
き
な
要
因
と
思
わ
れ
る
。
こ

の
点
は
、
具
体
的
な
「
小
遣
金
」
の
財
源
の
問
題
も
含
め
て
、
今
後
の
検
討
課

題
と
し
た
い
。
な
お
、
佐
伯
文
庫
の
開
設
と
ほ
ぼ
同
義
と
さ
れ
る
書
物
蔵
の
建

造
期
日
は
、
天
明
元
年
の
七
月
〜
一
二
月
の
間
と
論
本
で
推
定
で
き
た
。

上
方
の
書
物
商
ら
を
調
達
の
主
力
と
し
て
き
た
高
標
に
と
っ
て
、
天
明
五
年

の
長
崎
に
お
る
書
物
調
達
は
画
期
的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
宝
暦
期
以
降
、

長
崎
へ
入
港
す
る
中
国
船
（
唐
船
）
は
、
大
量
の
書
物
・
文
物
を
舶
来
す
る
よ

う
に
な
る72

。
高
標
は
、
こ
う
し
た
事
情
を
敏
感
に
察
知
し
、
そ
の
関
連
情
報
を

収
集73

。
佐
伯
藩
が
、
長
崎
奉
行
と
長
崎
地
役
人
、
特
に
書
物
改
役
と
唐
通
事
ら

の
協
力
と
支
援
を
得
た
こ
と
で
、
長
崎
会
所
よ
り
の
書
物
調
達
を
実
現
し
た
点

は
特
に
留
意
し
た
い
。
佐
伯
藩
と
長
崎
地
役
人
ら
を
仲
介
し
た
の
は
、
佐
伯
藩

御
用
達
で
あ
っ
た
長
崎
桶
屋
町
の
町
人
・
茶
屋
吉
左
衛
門
で
あ
ろ
う
。
本
稿

で
は
検
討
の
範
囲
外
で
あ
る
が
、
明
和
三
年
（
一
七
六
六
）
か
ら
安
永
三
年

（
一
七
七
四
）
ま
で
、
茶
屋
は
佐
伯
小
浦
銅
山
の
開
発
と
長
崎
会
所
へ
の
売
上

げ
に
関
わ
っ
て
い
た74

。
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な
お
、
天
明
六
年
以
降
に
お
け
る
高
標
に
よ
る
書
物
収
集
や
書
物
奉
行
の
動

向
な
ど
、
本
稿
で
は
果
た
し
得
な
か
っ
た
。
今
後
も
「
御
用
日
記
」・「
日
記
」

等
の
調
査
分
析
を
続
け
て
、
そ
の
実
態
を
解
明
し
た
い
と
考
え
る
。

（
九
州
大
学
文
学
部
准
教
授
）
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��1
毛
利
高
標
が
収
集
し
た
漢
籍
類
の
う
ち
、
宋
版
一
八
部
・
元
版
五
四
部
を
含

む
一
七
四
三
部
・
二
万
七
五
八
冊
が
、高
標
の
死
後
、文
政
一
〇
年（
一
八
二
七
）、

江
戸
幕
府
へ
と
献
上
さ
れ
た
。
梅
木
幸
吉
『
佐
伯
文
庫
の
研
究
』（
佐
伯
印
刷

株
式
会
社
・
一
九
七
九
年
一
〇
月
）、
一
八
三
頁
。

��2
高
標
は
、豊
後
佐
伯
毛
利
家
第
八
代
藩
主
。宝
暦
五
年（
一
七
五
五
）、江
戸（
藩

邸
）
生
ま
れ
。
同
一
〇
年
、
佐
伯
藩
主
と
な
り
、
江
戸
城
柳
間
詰
と
な
る
。
安

永
元
年
（
一
七
七
二
）、
従
五
位
下
・
和
泉
守
に
叙
任
。
翌
年
、
佐
伯
初
入
国
。

同
六
年
、
藩
校
四
教
堂
を
創
設
。
天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
に
は
、
佐
伯
文
庫

を
創
設
し
た
。
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
四
月
、
伊
勢
守
に
叙
任
。
享
和
元
年

（
一
八
〇
一
）
八
月
、
江
戸
に
て
死
去
。
享
年
四
七
才
。

��3
梅
木
幸
吉
『
佐
伯
文
庫
の
研
究
』、
同
『
佐
伯
文
庫
の
蔵
書
目
』（
佐
伯
印
刷

株
式
会
社
・
一
九
七
四
年
九
月
）、
同
『
佐
伯
文
庫
の
残
存
本
』（
佐
伯
印
刷
株

式
会
社
・
一
九
八
二
年
八
月
）
の
三
点
の
著
作
が
あ
る
。
ま
た
、
雅
俗
の
会
編

『
西
国
大
名
の
文
事
』（
葦
書
房
・
一
九
九
五
年
三
月
）
に
は
、高
橋
雅
彦
著
「
毛

利
高
標
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
佐
伯
市
史
編
さ
ん
委
員
会
『
佐
伯

市
史
』（
佐
伯
市
・
一
九
七
四
年
五
月
・
二
二
八
〜
二
三
五
頁
）
な
ど
を
参
照
。

��4
同
会
が
発
刊
す
る
雑
誌
『
書
物
・
出
版
と
社
会
変
容
』
は
、
二
〇
〇
六
年
よ

り
二
〇
一
六
年
ま
で
、
通
巻
で
二
〇
巻
。
一
橋
大
学
機
関
リ
ポ
ジ
ト
リ
で
公

開
さ
れ
て
い
る
。https://herm

es-ir.lib.hit-u.ac.jp/
��5
岩
崎
義
則
「
大
名
蔵
書
の
中
の
国
際
交
流
」（
森
平
雅
彦
他
編
『
東
ア
ジ
ア

世
界
の
交
流
と
変
容
』
所
収
・
九
州
大
学
出
版
会
・
二
〇
一
一
年
四
月
）。
な

お
、
平
戸
藩
楽
歳
堂
・
静
山
に
つ
い
て
は
、
松
田
清
『
洋
学
の
書
誌
的
研
究
』

（
臨
川
書
店
・
一
九
九
八
年
九
月
）
が
洋
書
を
中
心
に
精
緻
な
研
究
を
行
っ
て
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い
る
。
ま
た
、
近
年
で
は
吉
村
雅
美
に
よ
っ
て
精
力
的
な
研
究
が
進
め
ら
れ
て

い
る
（「
松
浦
静
山
の
み
た
境
界
と
「
属
地
」
―
普
陀
山
を
め
ぐ
る
考
証
か
ら
」・

井
上
泰
至
編
『
近
世
日
本
の
歴
史
叙
述
と
対
外
意
識
』
勉
誠
出
版
・
二
〇
一
六

年
七
月
な
ど
）。

��6
い
ず
れ
も
松
浦
史
料
博
物
館
蔵
。

��7
静
山
が
収
集
し
た
蔵
書
目
録
類
は
『
楽
歳
堂
蔵
和
書
目
』（
松
浦
史
料
博
物

館
蔵
）
に
一
六
点
、『
楽
歳
堂
蔵
漢
書
目
』（
前
同
）
に
五
点
の
記
載
が
あ
る
。

そ
の
内
、
大
名
家
関
連
は
、「
徳
山
侯
典
籍
簿
」（
一
折
）・「
郡
山
侯
蔵
書
目
」

（
一
冊
）・「
佐
伯
侯
蔵
書
目
」（
二
冊
）
の
三
点
。
但
し
、「
徳
山
候
典
籍
簿
」
は
、

現
在
、
松
浦
史
料
博
物
館
に
は
伝
来
し
て
い
な
い
。
高
標
の
蔵
書
目
録
は
、
正

確
に
は
天
明
六
年
筆
写
の「
佐
伯
侯
蔵
書
目
」（
一
冊
）と
、寛
政
五
年
筆
写
の「
佐

伯
侯
蔵
書
目
録
」（
一
冊
）
の
計
二
冊
。
文
人
で
は
、
荻
生
徂
徠
の
「
蘐
園
蔵

書
目
録
」（
一
冊
）
が
あ
り
、「
琴
書
要
録
」（
松
浦
史
料
博
物
館
蔵
）
に
よ
れ
ば
、

郡
山
藩
主
松
平
（
柳
沢
）
甲
斐
守
保
明
（
保
光
）
よ
り
借
覧
し
た
も
の
。

��8
佐
伯
藩
の
藩
政
文
書「
御
用
日
記
」・「
日
記
」に
登
場
す
る
用
語
で
、藩
主（
高

標
）
の
書
物
（「
御
書
物
」）
に
つ
い
て
、
主
に
書
物
吟
味
や
書
物
調
達
等
の
役

務
を
示
す
。

��9
天
明
三
年
九
月
二
九
日
、
土
屋
六
右
衛
門
・
関
谷
善
左
衛
門
・
木
許
茂
兵
衛
・

下
川
政
右
衛
門
が
書
物
奉
行
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
、
書
物
奉
行
の
初

見
と
思
わ
れ
る
（『
佐
伯
藩
史
料　

温
故
知
新
録　

四
』
所
収
「
諸
御
役
人
姓

名
書
」・
佐
伯
市
教
育
委
員
会
・
二
〇
〇
一
年
三
月
・
四
五
九
頁
）。

�10
次
に
掲
げ
る
「
寛
政
五
年
癸
丑
夏
借
写　

佐
伯
侯
蔵
書
目
録　

完
」
の
中
に
、

「
是
ゟ
清
帳
之
外
」
と
い
っ
た
注
記
が
八
箇
所
確
認
で
き
る
。
佐
伯
の
書
物
奉

行
ら
は
、
高
標
へ
の
蔵
書
目
録
調
製
に
関
し
、「
清
帳
」
未
収
録
の
書
目
を
記

入
し
て
い
た
こ
と
な
ど
が
推
測
さ
れ
る
。

�11
「
御
家
世
伝
草
稿
」（
松
浦
史
料
博
物
館
）
に
よ
れ
ば
、
天
明
六
年
正
月
、

寛
政
五
年
夏
と
も
に
、静
山
は
江
戸
在
府
。高
標
は
、「
御
用
日
記
」・「
日
記
」・「
温

故
知
新
録　

写
本
」
等
（
佐
伯
市
歴
史
資
料
館
蔵
）
の
記
述
か
ら
、
両
時
期
は

江
戸
在
府
。
但
し
、
高
標
は
、
寛
政
五
年
八
月
二
八
日
に
江
戸
を
出
立
し
て
い

る
。
ま
た
、楽
歳
堂
文
庫
の
「
寅
拾
番
船
持
渡
書
改
目
録
写
」（
一
冊
）
も
「
天

明
六
年
正
月
春
毛
利
和
泉
守
ヨ
リ
借
覧
」
と
あ
り
、「
佐
伯
侯
蔵
書
目
」
と
ほ

ぼ
同
時
期
に
借
覧
・
筆
写
さ
れ
て
い
る
。

�12
高
標
は
、
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
八
月
朔
日
、
そ
れ
ま
で
の
諱
（
高
代
）

を
高
猷
と
改
名
。
高
猷
を
高
標
と
改
名
し
た
の
は
、
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）

三
月
一
六
日
。「
御
代
々
御
勤
仕
書
」（『
佐
伯
藩
史
料　

温
故
知
新
録　

二
』

所
収
・
佐
伯
市
教
育
委
員
会
・
一
九
九
七
年
三
月
）
な
ど
を
参
照
。

�13
前
掲
注
（
12
）
掲
載
の
「
御
代
々
御
勤
仕
書
」。

�14
梅
木
幸
吉
『
佐
伯
文
庫
の
蔵
書
目
』。

�15
「
平
戸
藩
楽
歳
堂
蔵
書
目
」
録　

壱
」（
松
浦
史
料
博
物
館
蔵
）
の
凡
例
に
は
、

「
外
篇
ノ
書
ハ
皆
漢
土
ヨ
リ
伝
ル
所
ノ
モ
ノ
也
、
其
分
類
ハ
明
蕉
竑
カ
経
籍
志

ニ
倣
フ
」
と
あ
る
。
ま
た
、「
蔵
書
目
録
」（
天
明
六
）
に
は
、
五
冊
本
の
『
國

史
経
籍
史
』
が
あ
り
、佐
伯
文
庫
に
同
書
が
所
蔵
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
分
か
る
。

�16
書
目
が
一
件
の
「
ネ
」
部
、
そ
の
書
目
『
寧
波
府
誌
』
は
、「
十
」
に
分
類

さ
れ
る
。
し
か
し
、
他
の
部
の
「
十
」
の
書
目
に
は
、
地
誌
関
係
の
書
目
が
分

類
さ
れ
て
い
る
様
子
は
な
く
、
や
は
り
分
類
の
方
針
は
看
取
で
き
な
い
。

�17
こ
の
整
理
方
法
に
依
拠
し
た
た
め
、「
蔵
書
目
録
」（
寛
政
五
）
に
お
い
て
、

洋
書
「
阿
蘭
陀
魚
譜
」（
二
冊
）
も
「
ヲ
」
の
部
に
収
録
さ
れ
た
。「
阿
蘭
陀

魚
譜
」
は
、
前
掲
注
（
1
）『
佐
伯
文
庫
の
研
究
』
に
よ
れ
ば
、
フ
ィ
ル
ビ
ー

（Francis�W
illughbeii

）
の
魚
譜
（H

istria�Piscium
,�

1686
）
の
こ
と
（
一
〇
五

〜
一
〇
七
頁
）。
現
在
は
、
ウ
ィ
ル
ビ
フ
ラ
ン
シ
ス
キ
著
『
魚
類
の
歴
史
』（
全
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二
冊
）
と
し
て
大
分
県
立
図
書
館
が
所
蔵
す
る
。

�18
前
掲
注
（
1
）『
佐
伯
文
庫
の
研
究
』、
一
六
五
頁
。

�19
前
掲
注
（
3
）『
佐
伯
市
史
』（
二
三
三
〜
二
三
四
頁
）、
前
掲
注
（
1
）『
佐

伯
文
庫
の
研
究
』（
一
六
一
〜
一
六
四
頁
）
に
収
録
さ
れ
た
高
標
書
簡
類
に
お

い
て
、
こ
う
し
た
側
面
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

�20
こ
れ
ら
の
書
物
の
他
、
全
冊
が
江
戸
に
あ
っ
た
書
目
は
次
の
通
り
。『
明
廿

四
大
家
詩
定
』（
全
六
冊
）、『
明
四
大
家
全
集
』（
全
一
二
冊
）、『
續
資
治
通
鑑
』

（
全
三
二
冊
）、『
十
笏
草
堂
集
』（
全
八
冊
）。

�21
「
蔵
書
目
録
」（
天
明
六
）
に
は
、『
田
閒
詩
集
』
の
冊
数
は
「
四
本
」
と
あ

る
。

�22
前
掲
注
（
9
）
に
は
、
物
頭
で
、
安
永
五
年
五
月
一
三
日
に
取
次
役
を
命
じ

ら
れ
た
荒
川
又
之
丞
の
記
載
が
あ
る
（
四
四
五
頁
）。
又
之
丞
は
、
文
之
丞
の

こ
と
で
あ
ろ
う
。

�23
風
月
章
左
衛
門
『
日
暦
』（『
彌
吉
光
永
著
作
集
三　

江
戸
時
代
の
出
版
と
人
』

収
録
・
日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
株
式
会
社
・
一
九
八
〇
年
九
月
、
三
八
三
頁
）。

�24
『
廣
群
芳
譜
』
は
、
全
三
二
冊
本
。「
蔵
書
目
録
」（
天
明
六
）
と
「
蔵
書
目

録
」（
寛
政
五
）
の
両
方
に
書
目
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

�25
水
田
紀
久
・
野
口
隆
・
有
坂
道
子
編
『
完
本　

木
村
蒹
葭
堂
日
記
』
藝
華
書

院
・
二
〇
〇
九
年
五
月
。

�26
小
納
戸
で
天
明
元
年
一
〇
月
九
日
、
膳
番
を
拝
命
（
注
（
9
）、
四
五
七
頁
）。

�27
佐
伯
市
歴
史
資
料
館
所
蔵
「
御
用
日
記
（
安
永
七
年
正
月
〜
同
年
六
月
）」

（
D
‐
III
‐
228
）。な
お
、以
下
、佐
伯
市
歴
史
資
料
館
が
所
蔵
す
る「
御
用
日
記
」・

「
日
記
」
引
用
に
際
し
て
は
、（　

）
内
に
そ
れ
ぞ
れ
の
表
紙
か
ら
得
ら
れ
る
収

録
記
事
の
年
月
を
記
し
、「
D
‐
III
」
の
分
類
番
号
を
付
し
て
表
記
す
る
。

�28
「
御
用
日
記
（
安
永
九
年
正
月
〜
同
年
六
月
）」（
D
‐
III
‐
234
）。

�29
高
標
は
『
雅
衍
』（
佐
伯
市
歴
史
資
料
館
に
六
冊
本
と
二
二
冊
本
が
所
蔵
）

の
編
纂
を
行
っ
て
い
た
。『
雅
衍
』
は
、
漢
籍
か
ら
の
動
植
物
（
鳥
・
虫
・
花
）

関
連
記
事
の
抜
粋
で
あ
る
。
明
確
で
は
な
い
が
、「
御
書
物
抜
書
」
と
『
雅
衍
』

編
纂
と
の
関
連
も
推
測
さ
れ
る
。

�30
「
御
用
日
記
（
安
永
一
〇
年
正
月
〜
同
年
三
月
）」（
D
‐
III
‐
236
）。

�31
「
御
用
日
記
（
安
永
二
年
正
月
〜
同
年
六
月
）」（
D
‐
III
‐
218
）。
こ
れ

に
よ
っ
て
、
高
標
の
佐
伯
に
お
け
る
生
活
空
間
が
確
保
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
に
収

集
し
た
書
物
を
蔵
置
す
る
空
間
も
確
保
さ
れ
た
。

�32
前
掲
注
（
31
）
に
同
じ
。

�33
「
御
用
日
記
（
安
永
二
年
七
月
〜
同
年
一
〇
月
）」（
D
‐
III
‐
219
）。

�34
「
日
記
（
安
永
五
年
正
月
〜
同
年
四
月
）」（
D
‐
III
‐
225
）。
以
降
、
高
標

が
在
国
中
、
佐
伯
城
で
正
月
元
日
を
迎
え
た
時
の
記
事
に
記
載
が
あ
る
。

�35
「
御
用
日
記
（
安
永
四
年
七
月
〜
同
年
一
二
月
）」（
D
‐
III
‐
224
）。

�36
「
御
用
日
記
（
安
永
七
年
正
月
〜
同
年
六
月
）」（
D
‐
III
‐
228
）。
こ
う
し

た
小
口
の
書
物
発
送
は
、
宛
先
が
京
都
が
多
い
場
合
を
考
え
る
と
、
荒
川
文
之

丞
へ
の
書
物
吟
味
、
あ
る
い
は
写
本
の
依
頼
で
あ
ろ
う
。

�37
注
（
9
）
に
よ
れ
ば
、
片
岡
は
、
安
永
四
年
八
月
二
一
日
に
膳
番
と
な
り

（
四
五
六
頁
）、
関
谷
は
、
天
明
三
年
九
月
二
九
日
に
書
物
奉
行
を
拝
命
し
た

（
四
五
九
頁
）。

�38
「
日
記
（
安
永
九
年
正
月
〜
同
年
三
月
）」（
D
‐
III
‐
233
）。

�39
前
掲
注
（
38
）
に
同
じ
。

�40
前
掲
注
（
38
）
に
同
じ
。

�41
「
御
用
日
記
（
安
永
九
年
正
月
〜
同
年
六
月
」（
D
‐
III
‐
234
）。

�42
前
掲
注
（
41
）
に
同
じ
。
い
ず
れ
も
茶
屋
の
佐
伯
到
着
を
家
老
中
へ
取
次

い
だ
の
は
片
岡
で
あ
る
。
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�43
前
掲
注
（
25
）『
木
村
蒹
葭
堂
日
記
』
安
永
九
年
三
月
一
八
日
条
。

�44
「
御
用
日
記
（
天
明
元
年
四
月
〜
同
年
六
月
）」（
D
‐
III
‐
237
）。

�45
「
日
記
（
天
明
二
年
正
月
〜
同
一
二
月
）」（
D
‐
III
‐
238
）。

�46
前
掲
注
（
25
）『
木
村
蒹
葭
堂
日
記
』
天
明
二
年
三
月
一
六
日
条
。

�47
「
御
用
日
記
（
天
明
三
年
正
月
〜
同
年
六
月
）」（
D
‐
III
‐
241
）。

�48
前
掲
注
（
25
）『
木
村
蒹
葭
堂
日
記
』
天
明
三
年
三
月
九
日
条
。

�49
「
御
用
日
記
（
天
明
元
年
四
月
〜
同
年
六
月
）」（
D
‐
III
‐
237
）。

�50
「
御
用
日
記
（
天
明
元
年
四
月
〜
同
年
六
月
）」（
D
‐
III
‐
237
）。

�51
「
御
用
日
記
（
天
明
元
年
四
月
〜
同
年
六
月
）」（
D
‐
III
‐
237
）。

�52
前
掲
注
（
51
）
に
同
じ
。

�53
前
掲
注
（
51
）
に
同
じ
。

�54
注
（
9
）
に
は
、
矢
野
貫
三
の
名
前
は
確
認
で
き
な
い
。

�55
「
待
来
記
」・「
琴
書
要
録
」（
と
も
に
松
浦
史
料
博
物
館
）
の
記
事
よ
り
。

天
明
六
年
九
月
一
〇
日
と
同
一
〇
月
中
旬
に
、
発
注
し
た
漢
籍
が
平
戸
へ
と
到

着
し
て
い
る
。

�56
「
御
用
日
記
（
天
明
五
年
七
月
〜
同
年
一
二
月
）」（
D
‐
III
‐
245
）。

�57
前
掲
注
（
56
）
に
同
じ
。

�58
前
掲
注
（
56
）
に
同
じ
。

�59
「
天
明
五
巳
年
正
月
ゟ
六
月
迄　

日
記
」（
D
‐
III
‐
246
）。

�60
前
掲
注
（
56
）
に
同
じ
。

�61
前
掲
注
（
56
）
天
明
五
年
一
〇
月
二
八
日
条
。

�62
前
掲
注
（
56
）
天
明
五
年
一
二
月
三
日
条
。

�63
前
掲
注
（
56
）
天
明
五
年
一
二
月
七
日
条
。

�64
前
掲
注
（
56
）
に
同
じ
。

�65
前
掲
注
（
56
）
天
明
五
年
一
二
月
三
日
条
。

�66
前
掲
注
（
56
）
天
明
五
年
一
二
月
九
日
条
。

�67
向
井
斎
宮
兼
美
。明
和
二
年（
一
七
六
五
）か
ら
寛
政
八
年（
一
七
九
六
）ま
で
、

長
崎
聖
堂
の
祭
酒
を
務
め
た
。
向
井
家
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
藪
田
貫
・
若
木

太
一
編
著
『
長
崎
聖
堂
祭
酒
日
記
』（
関
西
大
学
出
版
部
・
二
〇
〇
九
年
三
月
、

四
九
三
〜
五
一
七
頁
）
な
ど
を
参
照
。

�68
唐
通
事
頭
取
を
経
て
、
天
明
五
年
三
月
、
町
年
寄
末
席
並
長
崎
会
所
改
役
と

な
る
。
林
梅
卿
に
つ
い
て
は
、
宮
田
安
『
唐
通
事
家
系
論
攷
』・
長
崎
文
献
社
・

一
九
七
九
年
一
二
月
、
三
五
八
〜
三
六
一
頁
）
な
ど
を
参
照
。

�69
平
井
得
一
郎
。
天
明
五
年
一
二
月
、
稽
古
通
事
と
な
る
（
前
掲
注
（
68
）、

九
三
九
〜
九
四
〇
頁
）。

�70
「
御
用
日
記
（
天
明
六
年
正
月
〜
六
月
）」（
D
‐
III
‐
247
）。

�71
こ
う
し
た
観
点
で
は
、
高
山
節
也
の
佐
賀
藩
を
対
象
と
し
た
域
内
漢
籍
史
と

そ
の
受
容
に
関
す
る
分
析
が
参
考
と
な
る
（「
肥
前
鍋
島
藩
に
お
け
る
漢
籍
の

受
容
―
本
藩
『
芸
暉
閣
經
籍
志
』
に
つ
い
て
―
」・『
日
本
漢
文
学
研
究
』
九
号
・

東
ア
ジ
ア
学
術
総
合
研
究
所
日
本
漢
文
教
育
研
究
推
進
室
・
二
〇
一
四
年
三
月
）。

�72
大
庭
脩
『
江
戸
時
代
に
お
け
る
唐
船
持
渡
書
の
研
究
』（
関
西
大
学
東
西
学

術
研
究
所
研
究
叢
刊
一
・
関
西
大
学
出
版
部
・
一
九
六
七
年
三
月
）、
二
二
七
頁
。

ま
た
は
、
永
積
洋
子
編
『
唐
船
輸
出
入
品
数
量
一
覧　

一
六
三
七
〜
一
八
三
三

年
』（
創
文
社
・
一
九
八
七
年
二
月
）
の
「
唐
船
輸
入
目
録
」
を
参
照
。

�73
前
掲
注
（
11
）
掲
載
の
楽
歳
堂
文
庫
蔵
「
寅
拾
番
船
持
渡
書
改
目
録
写
」（
一

冊
）
は
「
寅
年
」、
即
ち
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
に
入
津
し
た
唐
船
の
舶
来

書
物
目
録
で
あ
る
。

�74「
大
意
書
」（『
近
世
社
会
経
済
叢
書　

第
七
巻
』・
改
造
社
・
一
九
二
六
年
二
月
・

七
四
〜
七
六
頁
）。
な
お
、
佐
伯
小
浦
銅
山
に
つ
い
て
は
、
別
稿
を
期
し
た
い
。
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〔
付
記
〕

　

本
報
告
は
、
基
盤
研
究
C
「
平
戸
藩
楽
歳
堂
文
庫
を
め
ぐ
る
書
物
環
境
と
蔵

書
形
成
過
程
に
関
す
る
基
盤
研
究
」
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
史
料
調
査

に
あ
た
っ
て
は
、
佐
伯
市
歴
史
資
料
館
と
松
浦
史
料
博
物
館
の
御
高
配
を
賜
り

ま
し
た
。
特
に
、
佐
伯
市
の
甲
斐
玄
洋
学
芸
員
に
は
、
本
論
考
作
成
に
あ
た
り
、

貴
重
な
御
教
示
の
数
々
を
賜
り
ま
し
た
。
末
尾
で
す
が
、
心
よ
り
の
謝
意
を
表

し
ま
す
。


